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問１ 完全支配関係を系統的に示す図 

 

 

 

 

 

 

 

答  お尋ねの完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図の作成に当たっては、

【解説】の出資関係図の作成例を参照してください。 

 

【解説】  

  平成 22 年度の税制改正により、内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係があ

る他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書に当該内国法人との間に完全支配関

係がある法人との関係を系統的に示した図（以下「出資関係図」といいます。）を添付す

ることとされています(注)。 

この出資関係図には、原則として、当期末において当該内国法人との間に完全支配関

係があるすべての法人を記載することとなります。 

なお、この出資関係図の作成に当たっては、次のページの作成例を参照してください。 

 

(注) 連結確定申告書についても同様です。なお、仮決算による中間申告書、連結法人

の個別帰属額の届出書及び清算事業年度予納申告書に関しては、添付不要です。 

 

  

問  内国法人が、100％子会社や親会社、あるいはグループ内の兄弟会社など、当該内国

法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書に当

該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を添付する

必要があるとのことですが、この完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図

は、どのようなものを添付すればよろしいのでしょうか。 
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○ 出資関係図の作成例 

 

 (1) 出資関係を系統的に記載した図   

 

 

                                   

    最上位の者
(親法人又は個人)

1 内国法人

    

㈱ Ａ 

      

 

80％ 

 

100％ 

     

100％ 

  

100％  

 2 内国法人 20％ 3 内国法人  4 外国法人  5 内国法人  

 
㈱ Ｂ 

 
㈱ Ｃ 

 Ｄ有限公司

（中国） 

 
㈱ Ｅ 

       

100％  30％ 70％  100％    

      

6 内国法人 7 内国法人 8 内国法人    

㈱ Ｆ ㈱ Ｇ ㈱ Ｈ 
  

 

 

（注）１ 原則として、グループ内の最上位の者及びその最上位の者との間に完全支配関係があるす

べての法人を記載してください。 

   ２ グループ法人が外国法人である場合には、法人名の下にその所在地国を記載してください。 

 

 (2) グループ一覧 

                                平成 22 年Ｘ月 XX 日現在  

一
連
番
号

所轄税

務署名 
法人名 納 税 地 

代表者

氏 名
事業種目

資 本 金 等 

  (千円) 

決
算
期 

備 

考 

1 麹 町 ㈱ Ａ 
千 代 田 区 大 手 町

1-3-3 
ａ 鉄鋼 314,158,750 3．31  

2 仙台北 ㈱ Ｂ 
仙 台 市 青 葉 区 本 町

3-3-1 
ｂ 機械修理 34,150,000 6．30  

         

         

         

 

（注）１ 一連番号は、上記(1)の出資関係を系統的に記載した図の一連番号に合わせて付番して 

ください。 

 ２ 最上位の者が個人である場合には、その氏名を「法人名」欄に記載してください。 

 

 

持分割合等 

一連
番号

・最上位の者の表示 
・内国法人か 

外国法人かの別 

Y 内国法人

法 人 名 

XX％ 

平成 22 年Ｘ月 XX 日現在 

（凡例） 
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 （出資関係図の作成に当たって） 

 １ 出資関係図は、期末時点における状況に基づいて記載します。 

 ２ 出資関係図には、当該法人との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者（法

人又は個人）を頂点として、その出資関係を系統的に記載します。 

３ グループ全体の出資関係図を作成することになりますから、グループ内のすべての

法人の決算期が同一の場合には、各法人の確定申告書には同一の出資関係図をそれぞ

れに添付することになります（決算期が異なる法人がグループ内に存している場合に

は、その異なる決算期末の時点の出資関係図を作成し、当該法人の確定申告書に添付

することになります。）。 

 ４ 出資関係図には、出資関係を系統的に図に示すほか、グループ内の各法人の法人名、

納税地、所轄税務署、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記

載していただくことになりますが、グループ内の法人が多数である場合には、これら

すべての記載項目を記入することは困難ですから、前ページの作成例のとおり、系統

図とは別の様式で作成して差し支えありません。 

 

【適用関係】 

平成 22 年４月１日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に開

始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用されます。 

 

【関係法令】 

  法２十二の七の六 

法規 35 四、37 の 12 五 

  改正法規附則２① 

 


